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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．円滑な食品アクセスの確保に向けた地域の体制強化支援

 円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域の関係者が連携して取り組む体制づくりを
支援します。
① 地域の関係者が連携して組織する協議会の設置
②  関係者間の調整役（コーディネーター）の配置
③  地域における食品アクセスの現状・課題の調査
④ 課題解決に向けた計画の策定

２．フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化支援
 地域における食品アクセスの担い手となるフードバンクやこども食堂等の立上げ・取組
拡大を支援するとともに、それらの担い手が多様な食料への良好なアクセスを確保する
機能の強化を図ります。

〇 食品アクセス確保緊急支援事業

＜対策のポイント＞
円滑な食品アクセスの確保に向けて、地方公共団体や食品事業者、フードバンク・こども食堂等の地域の関係者が連携する体制づくりを支援するとともに、

地域における食品アクセスの担い手となるフードバンク等に対し、その立上げや機能強化に向けた支援を実施します。

＜事業目標＞
○ 経済的な食品アクセスの確保に取り組む市町村割合の増加（80％［令和12年度まで］）
○ フードバンク活動を行う団体の食品取扱量の増加（28,000t［令和12年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

フードバンク等 (２の事業)

［１について］

［２について］

社会福祉協議会

市町村

都道府県

こども食堂

地域住民団体

生産者

食品事業者

フードバンク

物流事業者

こども宅食

NPO

地域協議会

コーディネーター

関係者
の調整

現状・課題の調査、
計画の策定

立上げ・
取組拡大・
機能強化
の支援

未利用食品の取扱いを拡大
 多様な食料へのアクセスを確保

定額
民間団体

定額

［お問い合わせ先］ 消費・安全局消費者行政・食育課 （03-3502-5723）

地域協議会、都道府県・市町村、社会福祉協議会等 (１の事業)

令和７年度補正予算額 600百万円

定額、３/４、１/２
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○地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活か

し、東京一極集中の是正や地場産業の付加価値

向上、小規模自治体への徹底支援を通じて、地方

の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築する

ため、大規模な地方創生策等を推進する。

○地場産業の付加価値向上など、地方公共団体

の自主性と創意工夫に基づく地域独自の取組

を、計画から実施まで後押しする。

○人口急減地域を含む小規模自治体も交付金を

十分に活用できるよう、国が申請から実施ま

で徹底的にサポートする。

国

交付金
都道府県
市区町村

○主な対象事業

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○地方の大きな伸び代と地域特性を最大限に活かし、東京一極集中

の是正や地場産業の付加価値向上、小規模自治体への徹底支援を

通じて、地方の暮らしの安定を実現し、「強い経済」を構築する。

期待される効果

※地方財政措置については検討中。

・地方の大きな伸び代と地域の特性を最大限に活かすため、地方
公共団体の自主性と創意工夫に基づく地域の独自の取組を支援。

・各地方公共団体による産業クラスター計画や地場産業の
 成長戦略が、真に地方の活力を最大化することに繋がるような取組を
支援。

※上記事業のうち、公共事業関係費予算は、各省庁への予算移替がある。

温泉施設等観光拠点の整備

スタートアップ支援拠点の整備 地場産品の販売促進

地域未来交付金（内閣府地方創生推進室）

令和８年度概算決定額 １,６0０.0 億円
（令和７年度予算額 ２,０００.０億円）
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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．農村RMOモデル形成支援 
① 活動着手支援型

農村RMOの裾野を拡げるため、遊休農地活用の開始や高齢者支援への着手
など、農村RMOの形成につなげる取組を支援します。
【事業期間：１年、 交付率：定額（上限200万円）】

② 一般型
むらづくり協議会等による地域の話合いを通じた農用地保全、地域資源活用、

生活支援に係る将来ビジョン策定、ビジョンに基づく調査、計画作成、実証事業
等を支援します。
【事業期間：上限３年、交付率：定額（上限1,500万円（年標準額500万円））】
※地域計画と連携した農用地保全の取組を行う場合は年標準額600万円
※新規地区の採択は、令和8年度まで

③ 地域連携型
農村RMOの活動の定着に向けた活動継続計画の策定や、地方公共団体等と

連携した実証事業等を支援します。  
【事業期間：上限４年、交付率：1/2以内（上限1,500万円（年標準額375万円））】

２．農村RMO形成伴走支援
農村RMO形成を効率的に進めるため、中間支援組織の育成等を通じた都道府

県単位における伴走支援体制の構築や、各地域の取組に関する情報・知見の蓄
積・共有、研修等を行う全国プラットフォームの運営を支援します。

                                                                ※対象地域：８法指定地域等
                                                                

農山漁村振興交付金（中山間地農業推進対策）のうち
農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業
～地域で支え合うむらづくりの推進～

＜事業の流れ＞

国
都道府県、民間団体

都道府県 地域協議会
定額

定額、1/2以内 定額、1/2以内
（１の事業）

（２の事業）

農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業

農村型地域運営組織（農村RMO）のイメージ

集落協定、集落営農
農業法人
など

○○むらづくり協議会

総
務
部

生
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

農用地の保全、農業生産

集落
協定

集落
協定

集落
協定集落 集落

営農
農業
法人

Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落 Ｄ集落 Ｅ集落 Ｆ集落

●複数の集落による集落協定等と自治会など多様な地域
の関係者が連携して協議会を設立

●地域の話合いにより、農用地の保全、地域資源の活用、
生活支援に係る将来ビジョンを策定し各事業を実施

自治会、町内会
婦人会、PTA
社会福祉協議会など

農村RMO形成伴走支援
【都道府県単位の支援】

中間支援組織による
人材育成研修

【全国単位の支援】

情報・知見の蓄積・共有、
研修等の支援

農村RMOモデル形成支援  「活動着手支援型」

これまでの活動から
一歩踏み出し、
農村RMOの形成に
つなげる取組を実施

生活支援に着手遊休農地活用を開始

農村RMOモデル形成支援  「一般型」「地域連携型」
生活支援農用地保全

将来ビジョン策定や調査・計画作成・実証等

地域資源活用

テレビ画面で買い物支援スマート農業機械の実証 食材の地域内循環

＜対策のポイント＞
中山間地域等において、複数集落の機能を補完する農村RMO※の形成を推進するため、むらづくり協議会等が行う実証事業のほか、協議会の伴走者と

なる中間支援組織の育成や全国プラットフォームの運営等を支援します。

＜事業目標＞
○ 農用地保全に取り組む地域運営組織（100地区［令和８年度まで］）
○ 中山間地域で９戸以下の集落を有する市町村のうち、農村RMOが活動している市町村の割合（25％［令和11年度まで］）

※ 農村型地域運営組織（農村RMO：Region Management Organization）
 複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と
 併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織

※下線部は拡充事項

［お問い合わせ先］ 農村振興局地域振興課 （03-3501-8359）

令和８年度予算概算決定額
7,045百万円（前年度 7,389百万円）の内数
〔令和７年度補正予算額 2,925百万円の内数〕
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〇 「デジ活」中山間地域とは、地域の基幹産業である農林水産業を軸として、地域資源やAI、ICT等のデジタル技

術の活用により、課題解決に向けて取組を積み重ねることで、活性化を図る地域づくりを目指す地域。

○ こういった地域で活動する意欲的な農村型地域運営組織（農村RMO）等（※）に対して、関係府省庁が連携し

てサポート。

基
幹
産
業
を
軸
と
し
て

 

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用

 省力化のためのスマート農林水産業
の導入

 農地の環境維持の負担軽減のための
自動草刈り機導入

 I CTを活用したスマート鳥獣対策

農林水産業

 ICTを活用し、農産物の需要に応じた集出荷
 デジタル環境の整備により、農泊地域での新たな需要の開拓

【地域の課題】
○一次産業従事者の減少、高齢化
〇省力化、効率化

【地域の課題】
〇付加価値の向上
〇観光等域外から

の訪問の促進

【地域の課題】
〇公共交通の確保
〇物流の効率化

【地域の課題】
〇情報格差の解消
○高齢者の買物支援

 交通空白地帯の解消や利便性の向上に向けて、MaaSの活用、
 貨客混載バス、ドローンによるラストワンマイル配送

関係府省庁が連携してサポート
（関連施策一覧の公表、課題に対する施策の紹介、申請相談、重点伴走支援等）

中山間地域におけるデジ活のイメージ

※①Digi田甲子園受賞地区、②③新しい地方経済・生活環境創生交付金(第２世代交付金：小さな拠点、デジタル実装型：TYPE１)、④過疎地域等集落ネット
ワーク圏形成支援事業、⑤地域社会DX推進パッケージ事業、⑥みどりの食料システム戦略推進交付金（グリーンな栽培体系加速化事業）、⑦農村型地域運営
組織モデル形成支援、⑧元気な地域創出モデル支援、⑨スマート農業実証プロジェクト、⑩デジタル林業戦略拠点構築推進事業、⑪デジタル水産業戦略拠点
整備推進事業、⑫地域新MaaS創出推進事業、⑬日本版MaaS推進・支援事業、⑭地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）、
⑮（運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち）運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型物流促進事業  から応募

交通、物流

地域資源活用

くらし

 ICTを活用した地域情報網の構築、高齢者の買物支援や見守り

「デジ活」中山間地域について

4



３．「デジ活」中山間地域に係る関係府省の関連施策（一部抜粋）

＜関係府省の連携による「デジ活」中山間地域への支援＞

１．関係府省の関連事業から「デジ活」中山間地域を登録

＜小さな拠点や農村ＲＭＯ等を対象とする事業＞

２．「デジ活」中山間地域 関係府省連絡会議

＜「デジ活」中山間地域へのサポート＞

【関係府省】内閣官房、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、経済産業省、環境省

内閣府 総務省 農林水産省

経済産業省

新しい地方経済・生活環境創生
交付金

地域活性化伝道師

過疎地域等集落ネットワーク
圏形成支援事業

地域社会DX推進パッケージ事業

みどりの食料システム戦略推進交付金
（グリーンな栽培体系加速化事業）
農村型地域運営組織モデル形成支援
元気な地域創出モデル支援
スマート農業実証プロジェクト
デジタル林業戦略拠点構築推進事業
デジタル水産業戦略拠点整備推進事業

内閣府 総務省

農林水産省

文部科学省 厚生労働省

国土交通省 環境省

地域情報化アドバイザー派遣制度
ローカル10,000プロジェクト

社会教育施策（公民館活動、
社会教育士等）

国宝重要文化財等保存・活用

重層的支援体制整備事業
生活支援コーディネーター
遠隔医療関連施策

地域資源活用価値創出対策
情報通信環境整備対策
中山間地域等直接支払交付金

ゼブラ企業創出・育成のためのエ
コシステム定着に向けた調査・分
析

日本版MaaS推進・支援事業
空き家対策総合支援事業
ドローン配送拠点整備促進事業

指定管理鳥獣捕獲等事業交付金

 Digi田甲子園受賞地区
新しい地方経済・生活環境創生交付金
（第２世代交付金：小さな拠点）
新しい地方経済・生活環境創生交付金
 （デジタル実装型：TYPE１）

【役割】関係府省の関連施策一覧作成・公表、活動のフォローアップ、課題の把握、施策紹介、申請相談

４．民間事業者等の協力によるサポート

デジタル分野の専門家による支援や民間事業者とのマッチング、セミナー等を通じた情報提供

国土交通省

日本版MaaS推進・支援事業
地域公共交通確保維持改善事業費

補助金（自動運転社会実装推進事業）
（運輸部門の脱炭素化に向けた先進的

システム社会実装促進事業のうち）
運輸部門の脱炭素化に向けた次世代型
物流促進事業〈環境省予算〉

関連施策集は
こちら

「デジ活」中山間地域の取組への支援

経済産業省

地域新MaaS創出推進事業
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地域課題・ニーズへのサポート

★農林水産省職員の現地訪問による地域課題・ニーズの聞き取り、事例・施策の紹介、活動のフォローアップ、重点伴走支援等

デジタル技術活用の情報提供

★デジタル分野の専門家による支援や民間事業者とのマッチング、セミナー等を通じた情報提供

「デジ活」中山間地域へのサポート

○民間事業者とのマッチング（イナカム）

※イナカムとは

農山漁村における豊富な資源とやる気あふれる起業者（企業）を組み合わせることで、新しい考え

や自由な発想を取り入れたビジネスを生み出すことを目的とした起業促進プラットフォーム

○デジ活地域セミナー等を通じた情報提供

※「『デジ活』中山間地域の抱える課題の解決に向けて」をテーマに、先行地域からの経験談、民間

企業のソリューション、「デジ活」中山間地域関連施策を紹介するセミナーを開催

令和６年度実績

10月20日（金）/13:30-16:30
「地域課題発信MATCHING」

・自治体や地域が課題を発表し、協業パー
トナーとなる企業や起業家とマッチング
を創出するイベントを開催する。

・スマート農機による省力化ついて民間事
業者が講演

・デジタル技術を活用して草刈り、鳥獣害、
移動手段の確保といった課題の解決に取
り組む地域の方が講演

関係府省庁が一体となって
地域ごとに課題解決をサポート

農山漁村振興交付金及び他省庁の優遇措置

★「デジ活」中山間地域で事業を実施する場合、審査時のポイント加算等の優遇措置を実施

地域資源活用価値創出対策 ※、最適土地利用総合対策、中山間地農業推進対策、山村活性化対策、情報通信環境整備対策、自動運転実証調査事業、地域社会DX推進パッケージ事業

• 鳥獣被害に困っている
• 畦畔等の草刈が大変
• スマート農業機器を導入したい

農林水産業

• 地域外への移動手段がない
• 食料品・日用雑貨等の購入手段を

確保したい

交通、物流

• 独居高齢者の見守りが大変
• 医療機関への受診機会を確保した

い

医療・福祉

• 情報通信環境が整っていない
• デジタル人材・事業者がいない

デジタル全般

• 他地域の優良事例を紹介

• 活用可能な施策を紹介

• 専門人材の紹介    ・規制に関する相談先（国の職員）を紹介

 

地域課題・ニーズ

※全国事業等の一部メニューは対象外

対 象 事 業

※地域活性化型、創出支援型、農泊推進型、農福連携型、定住促進・交流対策型、産業支援型

デジタル技術の活用

自動草刈機 鳥獣罠センサー 高齢者見守り ドローン配送

令和５年度実績

・地域づくりに活用できる施策について関
係省庁から紹介
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過 疎 地 域 等 集 落 ネッ ト ワ ーク圏 形 成 支 援 事 業 R8当初予算額（案）：400百万円
（R7当初予算額：400百万円）

 「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、生活支援や「なりわい」の創出等の地域課題の解決に資する取組を幅広く支援
（特に専門人材やＩＣＴ等技術を活用する場合には上乗せ支援）。

（1）対象地域 過疎地域をはじめとした条件不利地域

（2）事業主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織

（地域運営組織等）

（3）対象事業 集落機能の維持・活性化プランに基づく取組

（4）交付対象経費の限度額 1,500万円（定額補助）

【参考】
①専門人材活用のイメージ
特産品開発、観光振興、地域交通、地域人材育成、
移住定住促進、ICT技術等に関する専門的知識を有する
アドバイザー・事業者 等

②ＩＣＴ等技術活用のイメージ
ドローンを活用した買物支援、センサーを用いた鳥獣被害対策、
対話型アプリを活用した高齢者の見守り、
オンラインによる学習環境整備 等

デマンドバス予約アプリの開発

センサーを活用した
鳥獣被害対策

地域課題解決に資する
専門人材の活用

アプリ等を活用した
高齢者の買い物支援

スマート農業の推進役場所在地域

※範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定

施策の概要 集落ネットワーク圏における取組のイメージ

 下記事業については、限度額を上乗せ
①専門人材を活用する事業 2,000万円（＋500万円）
②ICT等技術を活用する事業 2,500万円（＋1,000万円）
③上記①と②を併用する事業 3,000万円（＋1,500万円）  

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 支 援 交 付 金
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施策の概要

（１）対象地域   過疎地域
（２）事業主体     ・過疎市町村

 ・都道府県（人材育成事業のみ） 
（３）交付対象経費の限度額    2,000万円
（４）交付率  ・過疎市町村：定額

 ・都道府県：1/2又は6/10（※）
       ※財政力指数0.51未満の都道府県に限る

（５）対象事業
 ● 人材育成事業 （過疎市町村、都道府県）

・ 地域リーダーの育成
・ 他地域との交流やネットワークの強化 等

 ※ 育成すべき人材（地域のリーダー）のイメージ
様々な地域組織や活動に横断的に関わる人材（横串人材）、地域

          資源を活用し、地場産品開発や地域PRができる人材、地域内人材
          と外部人材をつなぐ人材、ITリテラシーに長けた人材 等

 ● ＩＣＴ等技術活用事業 （過疎市町村のみ）
・ 集落等のテレワーク環境整備
・ オンラインでの健康相談
・ アプリを活用した災害情報などの生活情報配信
・ ドローンを活用した買物等の生活支援
・ センサーを使った鳥獣対策 等

人材育成事業のイメージ

R8当初予算額（案） ：254百万円
（R7当初予算額：254百万円）

● 過疎地域の持続的発展に必要な人材育成事業、ＩＣＴ等技術活用事業を支援。

ＩＣＴ等技術活用事業のイメージ

【実施例】
複数の過疎市町村を対象とし都道府県主催で行う地域
リーダー育成、交流、分野別人材育成研修事業 等

【実施例】
ＡＩを活用した自動配車システムの構築、オンラインでの健康相談
体制の構築 等

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 支 援 交 付 金

過 疎 地 域 持 続 的 発 展 支 援 事 業
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人口減少地域における買物サービスの確保のための地域と民間事業者の連携に関する調査研究事業

人口減少地域における買物サービスの確保に向けて、移動販売などを地域と民間事業者が連携して実施する取組について、
調査研究を実施

＜現状と課題＞
○人口減少に伴う、商店の閉店等により、地域住民の日常の買物の機

会の確保が課題となってきている

○一方、このような課題に対応するため、移動販売などを地域と民間事業
者が連携して実施する取組が出てきている

○今後も人口減少が見込まれる中、地域住民・地元自治体と民間事業
者が連携した買物サービスの効果的な普及・展開を図る必要がある

＜事業概要＞
○地域と民間事業者が連携した先進事例を調査研究
・地域住民・地元自治体と民間事業者が連携した事例を調査
・民間事業者のビジネスモデルや課題を調査

など

○地域と民間事業者が連携した取組の見える化
○地方自治体や地域運営組織等への情報提供、普及・展開

＜地域と民間事業者が連携した取組事例＞

移動販売・宅配事業の取組

店舗設置の取組

地元住民を社員とする一般社団法人が、
 地元スーパーと連携して、販売代行による

移動販売を実施
 民間事業者と連携して、宅配事業を実施

（地域で整備した拠点倉庫に配送された
商品を配送代行により個配）

国交付金を活用して村が整備し、
地元三セクが指定管理を行う道の駅に、
 テナントとして、地元スーパーを誘致して

店舗を開設（テナント料として使用料を
徴収）

 当該スーパは、村からの補助金を受けて、
買物バスを運行
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○ 急速な人口減少・少子高齢化により、運転者等の担い手が不足し、減便・廃止が相次ぐなど供給が減
少する一方で、免許返納、学校や病院等の統廃合等により社会的需要が拡大。

○ 地域の「暮らし」と「安全」を守るための基盤としての地域交通については、その利便性、生産性、持続
可能性を高めるための地域交通のリ・デザインを引き続き全面展開する。「『交通空白』解消に向けた取
組方針 2025」に基づき、集中対策期間における全国約 2,500 の「交通空白」解消に向けた、地方
公共団体や公共交通事業者等による地域の実情に応じた移動手段の確保・維持の取組を進める。

■ 集中対策期間における「交通空白」解消
 デマンド交通・公共ライドシェア等の移動手段確保の後

押し（調査・計画策定・合意形成、車両・システム・運行費等の支援）

「取組方針2025」に基づいた「交通空白」の集中的解消

■生活の基盤となる地域公共交通の維持確保等
 離島航路、離島航空路、幹線・地域内フィーダー系統の運行費等に対する支援
 バリアフリー対応車両導入や施設整備等、公共交通機関のバリアフリー化支援

 地域鉄道における安全対策
 安全に問題があるバス停の移設等

■ 共同化・協業化による地域交通の持続可能性確保
 複数の自治体、交通事業者等の共同化・協業化の後押し
 （運転者や車両等の輸送資源を共同化してサービスを提供する場合における調

査、合意形成、車両・システム・運行費等への支援）

地域公共交通の維持・確保等

■ ローカル鉄道再構築
 （再構築に向けた協議の場の設置、調査・実証事業を支援）

■ 地域公共交通再構築（社会資本整備総合交付金）
 （地域交通ネットワーク再構築に必要なバス・鉄道施設整備支援）

訪日外国人旅行者6,000万人に向けた「観光の足」の確保

複数事業者による
共同化

 「『交通空白』解消・官民連携プラットフォーム」パイロット・プロジェクト推進
（ 複数分野の地域の輸送資源のフル活用の推進等）

■ 地域公共交通計画・協議会のアップデート等への支援
 「交通空白」解消に向けた実態把握・モビリティデータの利活用や、共同化・協業化

等に必要となる地域公共交通計画の策定・変更 への支援

 共同化してサービスを提供するための事業計画策定 等への支援
■ 財政投融資（共同化・協業化、DX・GX投資への出融資）

自動運転の事業化促進など地域交通の生産性向上等の推進

■ 自動運転の事業化に向けた重点支援

■ 地域交通DX(COMmmmONS等)による生産性等の向上
（システム標準化の推進、キャッシュレス決済の導入等支援）

■ EV車両・自動運転車両等の先進車両導入支援 自動運転バス

■ 訪日外国人旅行者受入環境整備（観光庁予算）

 公共/日本版ライドシェア等活用による観光地の二次交通の高度化
 乗場・待合環境整備等の二次交通へのアクセスの円滑化
 多言語対応、キャッシュレス決済の普及や、観光車両導入等の公共交通機関にお

ける受入環境整備、誘客や周遊円滑化に向けた路線バス等の二次交通基盤整備

 自治体等を核とした地域交通の連携体制強化
    （地域公共交通計画の検討、関係事業者との連携、移動手段の提供等の自治体

が担うべき機能を補完・強化する団体の立ち上げ、人材育成、運営等への支援)

 デジタル技術活用による事業者・他分野連携の推進

公共ライドシェア
新造車両・ICカードの導入
ハイブリッド気動車イメージ

「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開
（令和７年度補正・令和８年度予算）

地域公共交通確保維持改善事業等
令和７年度補正 ３５２億円、令和８年度 ２０６億円

・社会資本整備総合交付金（地域交通関係）
：令和７年度補正 ２７億円、令和８年度 ４，５９７億円の内数

・鉄道施設総合安全対策事業費
：令和７年度補正 ５０億円の内数、令和８年度 ４５億円の内数

・訪日外国人旅行者受入環境整備
：令和７年度補正 ７８億円の内数、令和８年度 １９億円の内数

複数の自治体、交通事業者等の共同化・協業化

※ 新たな制度的枠組みの構築を併せて実施
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 複数の地方公共団体や交通事業者、施設等への運送サービス提供者による地域旅客運送サービスの共同化・
協業化等も通じた連携の取組により、共同で路線バス・乗合タクシー・公共ライドシェア等の運送を実施する事業を調査から
実証運行までトータルで支援

 補助率：1,000万円まで定額、1,000万円を超える部分は２／３（上限1億2,000万円）

２.共同化・協業化促進タイプ

１２月１６日に成立した令和７年度補正予算を活用し、「交通空白」解消に向けた地域の移動手段の確保等に対する支援のほか、          
共同化・協業化、デジタル技術を活用した高度サービスの実装（地域交通DX）、地方公共団体の体制整備等を幅広く支援し、
持続的な地域公共交通の確立を推進。

※「交通空白」解消・官民連携プラットフォームの参加が要件※

３.地域交通ＤＸ推進タイプ
 事業者・事業種の連携・協働により複数のモビリティデータの統合及び活用や国の定める標準仕様に基づくシステム統合、
標準業務モデルの導入など、デジタル技術を活用した高度サービスの実装を支援

 補助率：地方公共団体の規模に応じて１／２～２／３（上限１億円）
※人口10万人未満の自治体は500万円まで定額

４．モビリティ人材・組織育成タイプ
 地方公共団体が行う「交通空白」を生み出さない持続可能な地域交通を実現するための体制整備に必要な、
企画・立案や交通事業者・地元住民等の関係者との調整等を行う団体や人材の育成等を支援

 補助率：定額（上限3,000万円）

 全国に約2,500存在する「交通空白」解消に目処をつけるため、公共ライドシェア・デマンド交通・乗合タクシー等の導入や、医療・福祉・
教育等の他分野の関係者が連携して移動手段を支える仕組みの構築を調査から実証運行までトータルで支援

 補助率：500万円まで定額、500万円を超える部分は２／３（上限１億円）
※東京23区および三大都市圏の政令指定都市（川崎・横浜・相模原・さいたま・千葉・名古屋・京都・大阪・堺・神戸）は１／３（定額無し）

１.「交通空白」解消タイプ

令和７年度補正予算を活用した「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開
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国土交通省における「交通空白」解消の取り組み

目の前の「交通空白」への対応 「交通空白」解消に向けた持続可能な体制づくり
集中対策期間後も見据え、自治体等における体制構築を推進リストアップされたすべての地区・地点で

「交通空白」解消に目途
※ 未然防止が必要な地区（要モニタリング地域の足1,632地区・観光の足146地点）にも先手先手で対応

体制構築基本目標 共同化目標 都道府県目標
3か年で300市町村 3か年で100件 3か年で47都道府県

都道府県ごとにモデル地域を創出

国による総合的な後押し

実施中
548地区

準備中
854地区

検討中
655地区

早急に要対策
252地点

要対策
210地点

地方運輸局等による
首長訪問・事業者との橋渡し・伴走支援 制度・事例等に係る情報・知見の提供 実証・実装等に向けた十分な財政支援

「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム (R7.12.31：1,365会員) 新たな制度的枠組みの構築
共同化・協業化、自治体の体制強化、観光の足とのハイブリッド化 等

事業者への働きかけ
（山口県タクシー協会）

バス協調・共創プラットフォームひろしま

カタログによる
マッチング支援

パートナー企業からの
ご発表

(株)バイタルリード(株)Will Smart

第1回プラットフォーム発足
（R6.11.25）

第2回プラットフォーム
（R7.3.19）

さらなる官民の取組
実装に向けて

パイロット・プロジェクトの展開
（５分野30プロジェクト程度）

発足時の総会に
計500名超が参加

平井鳥取県知事ほか
各界からの講演

能登地域における広域連携のイメージ

• 奥能登2市2町で広域で共通のAIオンデマンド交通の導入
• 広域運営体制を構築することにより、圧倒的な担い手不足

に対応

スクールバスへの地域住民の混乗に
係る実証事業（京都府京田辺市）

• 広島市とバス事業者８社で、協調・共創プラットフォーム
（一般社団法人化）を立ち上げ、共同運営システムを構築
データを活用した企画立案・システムや車両の共有等を実施

国土交通大学校での研修
（データやGISの活用等の研修）

複数施設での共同送迎システムによる
運行実証事業（岡山県玉野市）

国土交通省「交通空白」解消本部（本部長：国土交通大臣）
① 「地域の足対策」と「観光の足対策」
② 「日本版ライドシェア」や「公共ライドシェア」

のバージョンアップと全国普及

公共RS

日本版RS

乗合タクシー
許可・登録を
要しない輸送AIオンデマンド

ローカル鉄道 バス

乗用タクシー
R6.  7.17 第１回本部 R7. 2.25 第３回幹事会
R6.  8.  7 第１回幹事会 R7. 4.24 第４回幹事会
R6.  9.  4 第２回本部 R7. 5.30 第４回本部
R6.10.30 第２回幹事会 R7. 9.10 第５回幹事会
R6.12.11 第３回本部 R7.12.19 第５回本部

「交通空白」解消に向けた取組方針2025（概要）※骨太の方針2025にも本施策を位置づけ

地域の足
約2,000

地区

観光の足
約460
地点

○ 人口減少や高齢化による免許返納が進展。買物、医療、教育など様々な日常サービスを支える地域交通の役割は
ますます高まる一方、地域鉄道・路線バスの運転者の不足、減便や廃止により、地域交通は危機的な状況

○ 日本版・公共ライドシェア等の新しい移動手段のほか、鉄道・バス・タクシー・デマンド交通等あらゆる移動手段を総動
員しながら、「交通空白」を解消していく必要

２．地方を伸ばし、暮らしを守る
地方の「暮らし」と「安全」を守るため、・・・地域公共交通
の維持に取り組む。

高市政権の基本方針（R7.10.21閣議決定 抜粋）

地方運輸局等により、首長等への直接訪問や自治体担当者との事務打合せ、
交通事業者等との橋渡し・調整、都道府県と連携した説明会の開催等を実施

『「強い経済」を実現する総合経済対策』（令和７年11月21日閣議決定）＜抜粋＞
２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定
(1)地域の生活環境を支える基幹産業の支援・活性化（地域交通の維持・物流体制維持への支援）
地方の生活と産業を支える地域交通については、その利便性、生産性、持続可能性を高めるための地

域交通のリ・デザインを引き続き全面展開する。 「『交通空白』解消に向けた取組方針2025」に基づき、
集中対策期間における全国約2,500の「交通空白」解消に向けた、地方公共団体や公共交通事業者
等による地域の実情に応じた移動手段の確保・維持の取組を進める。具体的には、デマンド交通や公共
ライドシェア等の移動手段の導入、事業主体間の共同化・ 協業化も通じた地域の輸送資源の最大活用
やシステム標準化等の地域交通ＤＸを総合的に推進する。また、自動運転の早期の社会実装・事業化
及び運輸安全委員会における事故原因究明体制の構築等に向けた取組を推進する。

自治体業務の補完・省力化を推進し、「交通空白」解消に向けた持続可能な体制
づくりを支援するため、ガイダンスやポータルサイト、カタログ等の支援ツールを提供

MOBILITY UPDATE PORTAL
（実務者向け支援ツール）

予算面や体制構築(広域調整、担い手づくり等)を必要とする取組に対して、各種支援
メニューにより、「交通空白」解消に向けた取組の実装や持続可能な体制づくりを後押し

集中対策期間（R7～9）後

首長への訪問
（熊本県人吉市）
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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．食品アクセス確保対策事業  15百万円（前年度 124百万円）

食品アクセス確保緊急支援事業 【令和７年度補正予算額】600百万円

① 円滑な食品アクセスの確保に向けて、地域の関係者が連携して取り組む体制づくりを支援します。
② 地域における食品アクセスの担い手となるフードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機
能強化を支援します。
ア フードバンクやこども食堂等の立上げ・取組拡大を支援
イ フードバンクが多様な食料への良好なアクセスを確保する機能の強化を支援
※R8当初予算では、②イの取組を支援

２．持続可能な食品等流通対策事業のうち物流生産性・食品アクセス向上推進事業
    420百万円（前年度 120百万円）の内数

食品流通業者等の関係者が取り組む買物困難者の食品アクセスの確保につながる取組のほか、
ラストワンマイル配送等に必要な設備・機器等の導入を支援します。

＜事業の流れ＞

国
フードバンク等 (１②のア、イの事業)

食品流通業者等で
構成される協議会等 (２の事業）

定額、1/2

［２について］
協議会等においてのラストワンマイル配送等の取組を支援

産地
卸売事業者

物流事業者
自治体

小売事業者 等 ・移動販売 ・買物支援バス 等
［お問い合わせ先］
（１の事業） 
（２の事業） 

消費・安全局消費者行政・食育課 
大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 

（03-3502-5723）
（03-6744-2389）

＜対策のポイント＞
経済的に困窮している者、買物困難者への多様な食料の提供に向けて、地方公共団体や食品事業者、フードバンク・こども食堂等の地域の関係者が連携

する体制づくり、食品提供の質・量の充実等に向けたフードバンク・こども食堂等の取組、ラストワンマイル配送に向けた物流体制の構築等を支援します。

＜事業目標＞
○ フードバンク活動を行う団体の食品取扱量の増加（28,000t［令和12年度まで］ ）
○ 買物困難者への対策の取組が行われている市町村割合の増加（90％［令和12年度まで］） 等

定額
民間団体

定額

地域協議会、都道府県・市町村、社会福祉協議会等 (１①の事業)
定額、3/4、1/2

コーディネーター

社会福祉協議会

市町村

都道府県

こども食堂

地域住民団体

生産者

食品事業者

フードバンク

物流事業者

こども宅食

NPO

地域協議会

関係者
の調整

現状・課題の調査、
計画の策定

未利用食品の取扱いを拡大
 多様な食料へのアクセスを確保

食品提供の
質・量の充実

に向けた
機能強化

経済的に困窮している者、買物困難者の食品アクセスの確保
令和８年度予算概算決定額 435百万円（前年度 244百万円）の内数

〔令和７年度補正予算額 600百万円〕

フードバンク

定額

［１①について］

(１②のイの事業（R8当初予算）)

［１②について］
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対策の類型 関係省庁の支援策

④商品を届ける （ラストワンマイル配送の効率化に向けた支援）

●○物流効率化推進事業【国土交通省】（R8概算決定：0.3億円/R7補正予算：0.7億円）
• 複数の荷主・物流事業者等が連携した流通業務の総合化・効率化の取組（輸送網の集約、モーダルシフ
ト、配送の共同化等）について、①物流効率化法に基づく「総合効率化計画」の策定経費（協議会の開
催等）や、②認定された「総合効率化計画」に基づき事業継続へのコミットメントが確保された取組に
関する初年度の運行経費を支援。

• ①、②のうち、省人化・自動化機器の導入等の計画策定や実際に当該機器を用いた運行には、補助額上
限の引上げ等を実施。

◎物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の認定【国土交通省】（非予算施策）
• 物流分野における労働力不足や荷主や消費者ニーズの高度化・多様化による多頻度小口輸 送の進展、
ラストワンマイル配送の効率化等に対応するため、物流総合効率化法に基づき、「２以上の者の連携」
による流通業務の省力化及び物資の流通に伴う環境負荷の低減を図るための物流効率化の取組を支援。

（デジタル技術を駆使した配送支援）

●○地域未来交付金【再掲】【内閣官房・内閣府】
（R8概算決定：1,600億円の内数/R7補正予算：1,000億円の内数）

• 地方公共団体の行うドローン配送のサービス実装を支援。

●過疎地域持続的発展支援交付金【再掲】【総務省】（R8概算決定：8億円の内数）
• 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業：過疎地域等における集落ネットワーク圏において地域

住民が中心となって形成した地域運営組織等が行うドローンを活用した配送などの取組を支援。
• 過疎地域持続的発展支援事業：過疎市町村がICT等技術を活用して行うドローンを活用した配送などの

取組を支援。

○ラストマイル配送効率化促進事業【国土交通省】（R7補正予算：1.8億円の内数）
• 荷主・物流事業者・地方自治体等の多様な主体が連携しながら、物流負荷の軽減に向けた受取拠点の整
備、貨客混載・共同配送の推進、ドローン等の活用などを図る先進的な取組を支援。

令和８年度当初予算概算決定
令和７年度補正予算版

食品アクセスの確保に関する支援策パッケージ【物理的アクセス関係】（概要版）
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